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資料5

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた
取組の推進に関する法律

　我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由
として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除す
ることを煽動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦
痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
　もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこの
まま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわ
しいものではない。
　ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更
なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つ
つ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。

第１章　総則

（目的）
第１条　この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題
であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等
の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的
とする。

（定義）
第２条　この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら
本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居
住するもの（以下この条において「本邦外出身者」という。）に対する差別的意
識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産
に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外
にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から
排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

（基本理念）
第３条　国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する
理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実
現に寄与するよう努めなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第４条　国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関す
る施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当
な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その
他の措置を講ずる責務を有する。

２　地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組
に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ず
るよう努めるものとする。

第２章　基本的施策

（相談体制の整備）
第５条　国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ず
るとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な
体制を整備するものとする。

２　地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、
本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、
これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備す
るよう努めるものとする。

（教育の充実等）
第６条　国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動
を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。

２　地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、
本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施すると
ともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

（啓発活動等）
第７条　国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、
国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施
するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。

２　地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、
その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、
そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
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附則
（施行期日）
１　この法律は、公布の日から施行する。

（不当な差別的言動に係る取組についての検討）
２　不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出
身者に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられ
るものとする。

《衆議院》
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた
取組の推進に関する法律案に対する附帯決議

　国及び地方公共団体は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をす
べきである。

１　本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
の精神に照らし、第２条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」
以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りで
あるとの基本的認識の下、適切に対処すること。

２　本邦外出身者に対する不当な差別的言動が地域社会に深刻な亀裂を生じさせて
いる地方公共団体においては、その内容や頻度の地域差に適切に応じ、国ととも
に、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。

３　インターネットを通じて行われる本邦外出身者に対する不当な差別的言動を助
長し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。

４　本邦外出身者に対する不当な差別的言動のほか、不当な差別的取扱いの実態の
把握に努め、それらの解消に必要な施策を講ずるよう検討を行うこと。

《参議院》
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた
取組の推進に関する法律案に対する附帯決議

　国及び地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の

課題であることに鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべ
きである。

１　第２条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであ
れば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣
旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑
み、適切に対処すること。

２　本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容や頻度は地域によって差がある
ものの、これが地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては、
国と同様に、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。

３　インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を
助長し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。

　右決議する。
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大阪日日新聞2016年1月16日付（共同通信配信） 日本経済新聞2016年7月1日付
日本経済新聞社（電子版）2016年 7月1日　13時 53分
ヘイトスピーチ規制条例、大阪市で全国初施行　市民団体が被害申し立て
　特定の人種や民族への差別をあおるヘイトスピーチ ( 憎悪表現 ) の抑止策を盛
り込んだ全国初の条例が 1日、大阪市で施行された。在日コリアンなどでつくる
市民団体が同日、インターネット上に投稿されたデモや街宣活動の動画などにつ
いて、条例に基づき被害を申し立てた。
　被害を申し立てたのは「ヘイトスピーチを許さない ! 大阪の会」( 大阪市生野区 )。
1 日時点でネット上に公開されている動画や差別的表現を書き込んだブログ記事、
掲示板などが該当するとしている。同会は申し立てに先立ち市に要望書を提出し、
ヘイトスピーチを行うことが明らかな団体・個人に施設利用を認めないことなど
を求めた。
　市の条例はヘイトスピーチを「特定の人種や民族の個人や集団を社会から排除
し、憎悪や差別意識をあおる目的で、侮辱や誹謗 ( ひぼう ) 中傷する行為」など
と定義。市民や市内に通勤・通学する人から被害の申し立てを受けて法律の専門
家ら 5人でつくる審査会が発言内容などを調査する。
　市は審査会の判断を踏まえ、ヘイトスピーチと認定した場合、発言した団体や
個人名を公表する。デモや街宣活動を投稿したネット上の動画や画像についても
プロバイダーに削除要請するなどの拡散防止措置をとる。
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東京新聞2016年6月6日付 朝日新聞2016年8月3日付
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朝日新聞2016年5月24日付

牧坂秀敏・東京都人権啓発センター労働組合

◉―――「教育・啓発」中心の日本の人権政策

　自治体においては、これまでもさまざまな人権課題について取り組ま
れてきました。しかし、その多くは「教育・啓発」を中心にしたもので
す。国は「人権教育啓発推進法」に基づき策定された「人権教育・啓発
に関する基本計画」（2002 年３月 14 日閣議決定）のなかで、「人権教育・
啓発」の重要性を強調しています。
　「我が国では、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲
法の下で、人権に関する諸制度の整備や人権に関する諸条約への加入な
ど、これまで人権に関する各般の施策が講じられてきたが、今日におい
ても、生命・身体の安全にかかわる事象や、社会的身分、門地、人種、
民族、信条、性別、障害等による不当な差別その他の人権侵害がなお存
在している。また、我が国社会の国際化、情報化、高齢化等の進展に伴っ
て、人権に関する新たな課題も生じてきている。
　すべての人々の人権が尊重され、相互に共存し得る平和で豊かな社会
を実現するためには、国民一人一人の人権尊重の精神の涵養を図ること
が不可欠であり、そのために行われる人権教育・啓発の重要性について
は、これをどんなに強調してもし過ぎることはない。」
　そして、政府は「本基本計画に基づき、人権が共存する人権尊重社会
の早期実現に向け、人権教育・啓発を総合的かつ計画的に推進していく」
としています。
　各自治体が「人権啓発指針」等のなかで人権問題解決にむけた取り組
みで「教育・啓発」を主要なものにしているのはこうした国の政策の反
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